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寒川町事業仕分け 実施結果と町の方針 

 

事業名 狭あい道路解消事業 主管課 道路課 

仕分け結果 不要 民間 国・県・広域 町(要改善) 町(現行どおり) 

２ ０ ０ ３ ０ 

コメント ・町として狭あい道路をいつまでにどうしたいのか､目標やﾋﾞｼﾞｮﾝを明

確にし､買い上げ､寄付のどの方法で進めるか判断する。【町（要改善）】 

・セットバック後の買い上げをしなくても道路使用上、特段の問題がな

いのであれば、積極的に取得する必要はない。【不要】 

・買い上げ価格を順次減らしていき、無償譲渡の方向で見直しをすべき。 

地域住民の協力も必要。【町（要改善）】 

・全体計画と方針の確定が必要。個別対応だけでなく面的な集中実施が

必要。【町（要改善）】 

・今の手段で狭あい道路を拡張するのは困難。現在の無償使用の部分の

不確定さもあり、他の方法で道路の整備をした方がよい。「町民生活

基盤の向上」のための達成手段としては不適当。【不要】 

今後の方針 町（要改善） 

理由 本事業は、２１年度は現行どおり進めていくが、セットバック後の土

地の買い上げを、寄付等の無償譲渡とする方法など近隣の市の状況を調

査研究し、２２年度４月を目途に手法の改善を行う。 

なお、町の道路のうち４メートル未満の路線の拡幅を進めることは、

緊急車両の通行等のため、町として必要な事業であるので、本事業とは

別の事業（道路改良事業、道路整備事業）において緊急や重要性を考慮

し、優先順位をつけ道路の拡幅を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


